




































































































































































































































別添１

令和4年1月31日

協議会名：JR山陰本線（園部～綾部）沿線地域公共交通活性化協議会

評価対象事業名：地域公共交通調査事業（計画策定事業）

①事業の結果概要
③生活交通確保維持改善計画又は
地域公共交通網形成計画等の
計画策定等に向けた方針

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（計画策定等に係る事業）

②事業実施の適切性

【事業内容】
　・圏域の現況調査
　・地域住民・駅利用者のニーズ把握
　・問題点の抽出・課題の整理
　・施策目標の達成状況の評価
　・地域公共交通計画（案）のとりまとめ（現行計画の見直し）
　・モビリティマネジメントの実施
　・協議会の開催

【結果概要】
　○協議会開催経過
　　①令和3年5月21日（書面協議）
　　②令和3年 7月1日
　　③令和3年10月19日（書面協議）
　　④令和3年12月16日
　　⑤令和4年2月16日予定
　　⑥令和4年3月頃（書面協議）予定
　○アンケート調査等実施状況
　　①住民アンケート：令和3年9月30日～10月31日
　　 　配布・回収状況：3,200件配布、1,118件回収（回収率35％）
　  ②駅利用者アンケート：令和3年10月25日～11月7日
　  　 配布・回収状況：597件配布、128件回収（回収率21％）
　  ③交通事業者等ヒアリング調査：令和3年10月～12月
  　④意見交換会：令和3年10月～12月
　○アンケート調査等の主な結果
　　【地域住民のニーズが高い主な施策アイデア】
　　・買い物、通院先の敷地内または目の前へのバスの停車
　　・午前中に買い物、通院先を往復できるバスダイヤの設定
　　・地域主体のボランティアドライバーによる輸送方式互助の導入
　　・女性が安心して待つことができる明るく清潔な環境の整備
　　・乗り換えバス停に屋根、ベンチ、トイレの設置

A 計画通り事業は適切に実施された。

【将来像】
○安全安心で豊かな暮らしの基盤となり、交流と定住
を促進する「森の京都『おでかけ』システム」の実現

【基本方針】
①地域公共交通の重要性に関する認識をあらゆる主
体・地域で共有し、協働して支え育む活動を活発化す
ることで、地域公共交通システムを持続可能とする
②ＪＲ山陰本線（園部～綾部）の複線化を視野に、まず
コロナ禍等での減便からの回復を目指し、沿線全体の
公共交通サービスを改善することで利用者数を増やす
③高校生・高齢者をターゲットに、自家用車に頼らなく
ても通勤・通学・買い物・通院でき、「健幸」に暮らせる
地域を目指す
④鉄道駅・主要バス停の乗継利便性や待合快適性を
高め、安心感があり立ち寄りたくなる拠点へと変え、地
域内外の交流を促進する
⑤案内強化やMaaS等によって公共交通を分かりやす
くし、一体化を進めることで使いやすさを向上させ、特
に観光での移動を便利で快適にする
⑥まちづくりと連携した公共交通サービス改善によっ
て「おでかけ」したくなる地域とすることで、コロナ禍を
乗り越え、人口減少特に若年層の流出を食い止める

以上の基本方針を軸に、具体施策等の議論を進め、
計画を策定する。

資料３
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１. 協議会が目指す地域公共交通の将来像 

公共交通の将来像 

【計画区域内の地域公共交通網の現況】 

 ○地域の基幹交通 

・鉄道は JR 山陰本線（園部駅～綾部駅）、路線バスは西日本ジェイアールバス園福線

（園部駅（南丹市）～桧山（京丹波町）～福知山駅（福知山市）） 

 ○地域内交通 

  ・3市町がそれぞれ路線バスを運行している他、京阪京都交通が予約制の周遊バス

を運行している。 

  ・タクシー営業所は各地域に所在するが、車両数は少ない。 

 

【地域公共交通の将来像と基本方針】 

安全安心で豊かな暮らしの基盤となり、交流と定住を促進する「森の京都『おでかけ』 

システム」の実現 

 

 ○計画の基本方針 

  ①地域公共交通の重要性に関する認識をあらゆる主体・地域で共有し、協働して支

え育む活動を活発化することで、地域公共交通システムを持続可能とする 

②ＪＲ山陰本線（園部～綾部）の複線化を視野に、まずコロナ禍等での減便からの

回復を目指し、沿線全体の公共交通サービスを改善することで利用者数を増やす 

③高校生・高齢者をターゲットに、自家用車に頼らなくても通勤・通学・買い物・

通院でき、「健幸」に暮らせる地域を目指す 

④鉄道駅・主要バス停の乗継利便性や待合快適性を高め、安心感があり立ち寄りた

くなる拠点へと変え、地域内外の交流を促進する 

⑤案内強化や MaaS 等によって公共交通を分かりやすくし、一体化を進めることで

使いやすさを向上させ、特に観光での移動を便利で快適にする 

⑥まちづくりと連携した公共交通サービス改善によって「おでかけ」したくなる地

域とすることで、コロナ禍を乗り越え、人口減少特に若年層の流出を食い止める。 

 

公共交通ネットワークのイメージ図 

※別添で添付して下さい。 

 

 

 

 

JR山陰本線（園部～綾部）沿線地域公共交通活性化協議会 

（ネットワーク全体の評価） 

近畿様式 
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２. 目標設定及びその達成状況の評価に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価の基本的な考え方及び実施について】 

・各施策は、それぞれの実施主体が主体となって実行し、JR 山陰本線（園部～綾部）

沿線地域公共交通活性化協議会が進行管理をする。 

・施策の実行にあたっては、ＰＤＣＡサイクルの進行管理に基づき、施策の実施状況を

毎年確認しつつ、目標値の達成状況を検証・評価し、社会情勢の変化などもふまえ

て、必要に応じて計画の見直しを行う。 

・計画の評価、検証、見直し等は、JR山陰本線(園部～綾部)沿線地域公共交通活性化協

議会が主体となって実行する。また、各市町地域公共交通会議及び京都府生活交通対

策地域協議会で協議した事業の実施状況や評価等を本協議会でも共有・報告し、その

結果を本計画の評価、検証、見直し等に反映する。 

・評価、検討、見直し等を行った際には、協議会ホームページで内容を公表するととも

に、関係機関に報告する。 

 

【施策目標の達成状況を評価する数値目標】 

 ・別紙のとおり（計画編 P65～72を抜粋して添付） 

 

【今後のスケジュール】 

・令和 4 年度～令和 8 年度 1～3 月 

当計画に基づく具体的施策・目標達成状況等進捗状況の報告 
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３. 目標達成に向けた公共交通に関する具体的取組み内容 

（１） 取組経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【協議会の開催状況】 

①令和 3年 5月 21日（書面協議） 

《協議事項》地域公共交通計画の策定について 

②令和 3年 7月 1日 

《協議事項》策定方針、計画の事業内容について 

③令和 3年 10月 19日（書面協議） 

《協議事項》計画素案に対する意見について 

④令和 3年 12月 16日 

《協議事項》中間案の内容、パブリックコメントの実施及び具体施策について 

⑤令和 4年 2月 16日予定 

《協議事項》最終案について 

⑥令和 4年 3月頃（書面協議）予定 

《協議事項》最終案について 

【アンケート調査、ヒアリング調査等実施状況】 

 ①住民アンケート：令和 3年 9月 30日～10月 31日 

  配布・回収状況：3,200件配布、1,118件回収（回収率 35％） 

 ②駅利用者アンケート：令和 3年 10月 25日～11月 7日 

  配布・回収状況：597件配布、128件回収（回収率 21％） 

 ③交通事業者等ヒアリング調査：令和 3年 10月～12月 

 ④意見交換会：令和 3年 10月～12月 
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（２） 目標を達成するために行う事業・実施主体・事業概要等 

 

 

地域公共交通確保維持改善事業 

事業 実施主

体 

着手・実施期間 種別 事業概要 

地域公共交通

調査事業（計画

策定事業） 

協議会 R3.5.26 

～ R4.3.31 

 

策 ・圏域の現況調査 

・地域住民・駅利用者のニーズ把握 

・問題点の抽出・課題の整理 

・施策目標の達成状況の評価 

・地域公共交通計画（案）のとりまとめ

（現行計画の見直し） 

・モビリティマネジメントの実施 

・協議会の開催 

 

【種別】幹：地域間幹線系統、フ：地域内フィーダー系統、策：計画策定事業、推：計画推進事業 

    利策：利便増進計画策定事業、利推：利便増進計画推進事業 

 

その他補助事業 

事業 実施主体 着手・実施期間 事業概要 

    

 

 

 

事業 実施主体 着手・実施期間 事業概要 

    

 

（３） 生産性向上の視点から取り組んだ事業 

※「（２）目標を達成するために行う事業・実施主体・事業概要等」のうち、生産性

向上を目指して取り組んだ事業について、その内容を記入して下さい。 

※上記以外の事業においても、該当する事業・取組等があれば、その内容を記入して

下さい。 

事業 取組内容 効果目標 

体系的な観光情

報・公共交通情

報の提供 

地域住民や３市町内を観光・交流する来訪者

にとってわかりやすい公共交通情報を提供

し、利用促進を図るために、バス停名称の統

一、３市町共通のバスナンバリング等を実施

中である。 

 

 

 

 

補助対象事業 

非補助事業 
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４. 具体的取組に対する評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５. 自己評価から得られた課題と対応方針 

課  題 課題への対応方針 

関係者間での定期的な意見交換と情報

収集 

計画策定後も、住民や関係者との懇談会を実施し、区域内

の公共交通サービス改善に向けた継続的な検討を行うこ

ととしている。 

地域内の公共交通の案内表示の統一 バス停名称の統一やナンバリングの実施等で、誰にとって

もわかりやすい交通案内の充実を図ることにより、来訪者

の公共交通サービスの認知度を高めるとともに、住民や移

住者には公共交通の利用を促し、この地域に住みたいと思

ってもらえるような「おでかけシステム」を作っていく。 

 

 

 

 

 

 

１．圏域の現況調査については、府、3市町、交通事業者等から提供された統計資料

を収集・整理し、人口動態、生活関連施設の立地状況、観光動態、免許保有率、

地域公共交通のサービスレベルや利用状況などを整理し、人口減少と公共交通

利用者数の減少等を明らかにするとともに、新型コロナウイルス感染拡大の影

響や各市町の定住促進の取組による効果についても確認できた。 

２．圏域の移動実態及びニーズ調査については、3市町において住民アンケート調査

（3,200件配布）、JR山陰本線の利用者アンケート（597件配布）、実施し、各属

性の移動ニーズ・公共交通に対する課題、施策アイデアへのニーズ、意見等を把

握した。 

  関係者ヒアリングでは、交通事業者や観光事業関係者、地元自治会とのヒアリ

ング及び意見交換により、課題や具体施策に関する意見とともに、コロナウイ

ルス感染拡大による影響についても話を聞くことができた。 

３．問題点の抽出・課題の整理については、１及び２の結果より、人口減少・人口流

出・利用者減少等により公共交通の維持・存続、自動車利用前提での都市構造・

住民意識、公共交通網の整備、日常的に公共交通を利用してもらうための整備・

拠点づくり、若い世代が将来にわたって定住したくなるような公共交通網の整

備・サービスの確保などが課題であると整理した。 

４．上記１～３の結果を踏まえ、地域公共交通計画案においては、「安全安心で豊か

な暮らしの基盤となり、交流と定住を促進する「森の京都『おでかけ』システ

ム」の実現」を目指し、誰もが気軽に「おでかけ」できる水準の公共交通網の形

成と持続可能な公共交通の仕組みづくりを推進するための新たなマスタープラ

ン（案）を示すことができた。 
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１．昨年まで（直近）の二次評価の活用・対応状況 

昨年まで（直近）の二次 
評価における事業評価結果 

事業評価結果の反映状況 
（具体的対応内容） 

今後の対応方針 

 

 

 

  

１．直近の第三者評価の活用・対応状況 

２．アピールポイント、特に工夫した点など 

 

 

 

JR山陰本線（園部～綾部）沿線地域公共交通活性化協議会 

（これまでの経緯） 




